
違反指摘事項 根拠法令等の条項

自動火災報知設備の未設置  
（BURGERS CAFE BIG MAMA
カ ラ オ ケ 部 分 ）

令和８年２月27日現在

令第２１条第１項第１号 令和８年２月27日

公表日 その他

その他消防長が必要と認める事項

第３号様式（第８条関係）

岩 本 テ ナ ン ト ビ ル
（ 居 心 地 ひ で ま る 、
BURGERS CAFE BIG MAMA、
ス ナ ッ ク カ リ ス マ ）

南島原市西有家町須川３２２０番地８

防火対象物の名称 防火対象物の所在地
違反の内容

島原地域広域市町村圏組合消防本部　公表一覧表


